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令和 5年 12月 25日(月)                  門外不出  第 213号 

 
師走の候、組合員の皆様には益々のご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は組合運営に

格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

本年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症については、政府が令和 5年 5月 8日か

ら位置付けを季節性インフルエンザと同等の 5 類に見直しを行いました。長く暗いトンネル

をやっと抜け出すことができましたが、全世界に広がった新型コロナウイルスは消滅せず、

まだまだ予断を許さない状況が続いております。 

令和 5 年 10 月 1 日より開始のインボイス制度「適格請求書等保存方式」に賛同頂き感謝い

たします。開始後から皆様のご協力によりお客様からの苦情等はございません。 

          簡易課税・一般課税の選択の件 

簡易課税・一般課税の選択の書類の提出を頂いた全員が、簡易課税を選択されました。11月

の合同支部会等で、税務講習会に於いて組合員からの要望等ふまえ、顧問税理士と協議した

結果、消費税の 2 割特例を活用し令和 8 年度分までは 2 割特例で申告致しますので、ご理解

の程よろしくお願い致します。尚、売上税額の 20％を令和 6年 4月に納付となります。 

ライドシェア問題につきましては、自家用ライドシェアの導入をめぐり国会で議論の火蓋が

切って落とされました。令和 5 年 10 月 27 日の衆院予算委員会で、岸田文雄首相が「今のさ

まざまなニーズを考えると、ライドシェアの制度を本格的に考えないといけない」と表明し

ました。この表明によりライドシェア問題が急浮上し、政府は「個人が自家用車を使って有

料で乗客を運ぶライドシェア」について、来年 4 月から大幅に解禁する方針を固めました。

今年度内に新たな制度を設け、タクシー会社の運行管理のもと、タクシーが不足する地域や

時間帯に限って個人が有料で客を運ぶことを認める方向での調整に入っています。全国個人

タクシー協会はライドシェア反対、白タク行為反対を改めて訴えております。 

Ｕターン・Ｉターン制度に関しては、国交省が令和 5年 9月にパブリックコメントで掲載さ

れましたが、ライドシェア関連の話が上ってしまい通達の時期については、今出せる状態で

はないようです。 

他、国交省より個人タクシーが抱える課題解決に向けた取組について、高齢運転者の若返り

を促進するための特例的な取組を進めるよう求められています。個人タクシー業界自らが積

極的に若返りをすすめ、その結果、生じた令和 4・5 年度における 75 歳以上の一般廃業件数

分を新規参入枠として許可が認められます。実施期間は令和 6 年度～令和 10 年度の 5 年間

で、準特定地域のみ(特定地域を除く)となります。 

組合員の皆様には本年も組合運営のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。来年もご指導ご

鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。無事故無違反で新春をお迎え頂きますよう祈念

申し上げます。 

神奈川個人タクシー協同組合   理事長 田邊和男
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 一般報告 

 

1. 組合員事業廃止について 

  (北)島田 雅夫  71歳      令和 5年 11月 24日 付   譲渡廃業 

  (南)木津谷 和代 73歳      令和 5年 11月 24日 付   譲渡廃業 

  (西)島  克己  76歳      令和 5年 11月 30日 付   一般廃業 

(西)本田 保男  74歳      令和 5年 12月 7 日 付   譲渡廃業 

長い間、神奈川個人タクシー協同組合をご支援いただき有難うございました。 

いつまでもお元気でお過ごしください。又、譲渡にご協力頂き有難うございました。 

 

2. 譲渡譲受申請について 

  令和 5年 11月 24日(金)付 譲渡譲受認可が発表になりました。 

  譲渡者 年齢   譲受者 年齢   住所・勤務(出身)会社 

 

(北)島田 雅夫 

  

71 

よねやま まさお 

米山  政雄 

 

43 

横浜市金沢区柴町 129番地 

京急文庫タクシー(株) 本社営業所 

 

(南)木津谷和代 

  

73 

たかき きよはる 

高木 清春 

  

62 

横浜市港南区日限山 3-35-8 

横浜北交通(株) 本社営業所 

令和 5 年12 月 7日(金)付 譲渡譲受認可が発表になりました。 

  譲渡者 年齢   譲受者 年齢   住所・勤務(出身)会社 

 

(西)本田 保男 

  

74 

せきみず ひろまさ 

関水  弘正 

 

57 

横浜市金沢区大川 7番 1－515号 

(株)富士タクシー 磯子営業所 

 

3. タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業第11期(国土交通省)を実施 

  令和5年10月1日から11月30日の間のＬＰガスの価格高騰相当分を支援いたします。 

  申請受付期間は、令和5年12月8日(金)から令和6年2月8日(木)16時まで受付致します。 

  前回と同様に組合にて申請を致します。 

 

4. 令和6年度 第118回 法令講習会日程 

  基礎講習   令和6年   1月 9日(火) ～ 1月10日(水)  2教程 2日間 

  本講習・法令 令和6年   1月15日(月) ～ 3月 4日(月)  8教程 8日間 

  運輸局試験日 3月  日 未定 

地理講習会日程 

  地理講習   令和6年   2月 7日(水) ～ 7月 3日(水)  毎月第 1 水曜日 

   令和6年8月～11月(後期)は日程を増やして開催予定(日にち未定) 

 

5. 組合事務所の年末年始 部署別 日程及び対策  

 ① 組合事務所休業について  

  令和 5 年 12月 29日(金)～令和 6 年 1月 4日(木)まで休業 

  令和 6年 1 月 5 日(金)より平常通り 

② 年末年始の無線配車業務について 

(1)年末年始は 24 時間営業です、閉局の時間帯はございません。  

(2)12月29日(金)～1月4日(木)は休日扱いとなります(予約奇数偶数なし)。  
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(3)上記以外は通常通りの配車と致します。  

(4)12月8日(金)～12月31日(日)の間は私用コール及び不必要な電話を無線室に掛けるこ

とは禁止と致します。  

③ 年末年始緊急事態発生の場合について  

(1)緊急事態発生の場合(タクシー強盗等)移動局が無線センターに緊急事態発生をコー

ルする方法  

※ 車両の緊急ボタン(非常灯スイッチ)を入れる。  

(2)無線センターは緊急事態の報告受信時には、即、応答し適切な措置をとる。警察に 

連絡するとともに、携帯電話所持の無線委員・理事等の移動局に緊急連絡し応援を 

  要請する。  

④ 年末年始の交通事故への対応について 応援が必要な場合は無線室へ連絡し依頼す

る。 加害事故の場合、東京海上フリーダイヤル ℡ 0120－119－110 に電話し報告を

する。夜間休日 24 時間対応です。 

⑤ 年末年始の換金日のお知らせ ※ 年末は12月28日(木)までです。  

「りそな銀行」・「郵便局」とも振込は 9 時～15 時まで受付けます。年末最終日12月

28日(木)の振込みで換金した場合は下記を参考にして下さい。「りそな銀行」「郵便

局」の振込は12月29日(金)に引き出せます。 

※ 年始の換金は1月5日(金)からです。「りそな銀行」・「郵便局」とも振込は 9 時～15 

時まで受付けます。 

※ タイムズペイ・PayPay・GO Pay：12月24日(日)までの売上を12月29日(金)に振込、 

12月31日(金)迄の売上を1月9日(火)に振込  

※ ＢＭＴ：12月27日(月)の売上を12月29日(金)に振込、12月28日(水)～1月4日(木)ま

での売上を1月9日(火)に振込  

⑥ 12月分賦課金等の納付期限について  

※ 賦課金等の振込は12月27日(水)までにお願いします。振込が28日(木)までに間に合

わない場合は28日(木)に組合の窓口で16時までに納金をお願いします。  

※ 令和5年12月分の賦課金等の納付期限については、年内の換金に間に合わなかった方

のために、令和6年1月5日(金)までと致します。 

※ 自動引落しにされている方で12月20日(水)までに間に合わなかった場合は、 

令和6年1月5日(金)までに組合窓口で納金をお願いします。 

 

 

6． 年末年始の神奈川県計量検定所 

  年末  令和5年12月27日(水)  最終日 

  年始  令和6年 1月 5日(金)  開  始 

 

 

7． 指定業者 年末年始の休業のお知らせ （別紙）  

  年末年始の休業は、各企業によりお休みがずれていますので、別紙をご確認下さい。 

※(株)ニシベ計器横浜支店は毎月第一金曜日が休業となっております。 
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8.  タクシーセンター 指導課より年末年始の街頭指導について 

《令和 5 年 12 月、令和 6 年 1 月、2 月、3 月の指導計画》 

12月、1月は年末年始の忘年会、新年会シーズンであると同時にコンサート等も多く開

催されることから、利用客増加を見込んだ呼び込み行為・運送の引き受け拒絶等の道路

運送法に違反する行為の防止及び指導を横浜市・川崎市・横須賀市・三浦市、各市内主

要駅及びコンサート会場を中心に行い、2月、3月は違法付け待ち行為・迷惑行為(客待

ち待機中の喫煙、ゴミのポイ捨て、立ち小便等)の防止及び指導を指導重点地区及び苦

情発生地区を中心に行います。 

※その他、各地区において必要に応じた街頭指導を実施。(特に横浜駅西口及び新横浜駅周辺)  

【12 月の指導重点地区】 

１．≪横浜市内≫大船駅(笠間口)、横浜アリーナ、Kアリーナ周辺における呼び込み行

為・運送の引き受けの拒絶等の道路運送法に違反する行為の防止及び指導。  

２．≪川崎市内≫鷺沼駅周辺における呼び込み行為・運送の引き受けの拒絶等の道路運

送法に違反する行為の防止および指導。 

   ３．≪横須賀・三浦市内≫横須賀中央駅、三浦市の港周辺における呼び込み行為・運送

の引き受けの拒絶等の道路運送法に違反する行為の防止および指導。  

【1 月の指導重点地区】  

１．≪横浜市内≫横浜駅東口、長津田駅周辺における呼び込み行為・運送の引き受けの

拒絶等の道路運送法に違反する行為の防止および指導。  

２．≪川崎市内≫川崎駅、武蔵小杉駅周辺における呼び込み行為・運送の引き受け拒絶

等の道路運送法に違反する 行為の防止および指導。  

３．≪横須賀・三浦市内≫横須賀中央駅、三浦海岸駅周辺における呼び込み行為・運送

の引き受け拒絶等の道路運送法に違反する行為の防止および指導。  

【2 月の指導重点地区】 

１．≪横浜市内≫横浜駅西口、上大岡駅、山手駅周辺おける違法付け待ち行為・迷惑行

為の防止および指導。  

２．≪川崎市内≫川崎駅、新百合ヶ丘駅周辺における違法付け待ち行為・迷惑行為の防

止および指導。 

３．≪横須賀市・三浦市内≫京急・JR久里浜駅、林 交差点、横須賀共済病院周辺にお

ける違法付け待ち行為・迷惑行為の防止 および指導。  

【3 月の指導重点地区】 

１．≪横浜市内≫横浜駅西口、片倉町駅、横浜市立市民病院周辺における違法付け待ち 

行為・迷惑行為、利用者利便を阻害する行為の防止および指導。  

２．≪川崎市内≫川崎駅、溝の口駅周辺における違法付け待ち行為・迷惑行為の防止お

よび指導。  

３．≪横須賀市・三浦市内≫横須賀中央駅、汐入駅周辺における違法付け待ち行為・迷

惑行為の防止および指導 

 

9． 年末年始におけるテロ対策の徹底について 

  国土交通省よりテロ対策に万全の対策を期する様に要請が有りました。 

  年末年始において輸送需要が集中して発生するとともに、行事、催物等に多数の人が集

まると予想されます。防御が比較的手薄なソフトターゲットがテロの標的として狙われ

ることに留意し、年末年始の期間中、交通機関、交通関係施設、人手が予想される施

設、及び重要施設警戒・警備並びに旅行者の安全確保について、以下のテロ対策の徹底
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を図って下さい。 

   共通事項 

① 車両、身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時の警察への連絡 

  ② 公共交通機関及び関連施設等のソフトターゲットに対する警戒強化 

  ハイタク 

  ① 始業・終業時等における車内の点検   ② 営業所・車庫内外の巡回 

  ③ 終業後のドアロックの徹底       ④ 乗客への不審物発見に関する協力要請 

  ⑤ 不審者情報等の警察への連絡の徹底   ⑥ テロ発生時における運行の調整 

⑦ テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備及び確認 

 

10．大倉山駅(東横線)タクシー乗り場について 

   東横線大倉駅タクシー乗降場所は、令和 5年 5月 9日、横浜市長と神奈川県タクシー協

会横浜支部長が締結した「東横線大倉山駅タクシー乗降場所の運用等に関する協定」に

より、横浜支部会員事業者(法人タクシー)が客待ち駐車出来る様になりましたが、個人

タクシーにあっては、同所における客待ち駐車は出来ませんので、ご承知おき下さい。 

 

11. JR横浜駅西口・新横浜駅タクシー乗り場 入構規制(末尾番号規制)について 

  横浜駅西口・新横浜駅タクシー乗り場入構規制(末尾番号規制)は 1年間暫定的に一時、

停止になります。 

令和 5年 12月 8日(金)午前 9時から令和 6年 12月 31日(火)午前 9時迄の 1年間(暫定) 

 ※ 両駅とも入構の際には、JR マークステッカーの貼付が必要です。JRマークの貼付が

無い車両は、入構出来ませんのでお気を付け下さい。 

  ※ 両駅周辺において、タクシーセンター指導課の巡回及び街頭指導時にタクシー車両に

起因する交通阻害が見られた場合は、指導のうえ排除しますので、ご理解及びご協力

のほど宜しくお願い致します。 

 

12. JR ステッカー再交付について 

  JR ステッカー再交付について、剥がした旧ステッカーを JR に返却する事となりました。 

つきましては、今後、ステッカーを破棄せず必ず組合総務にお持ち下さい。組合で回収致

します。 

 

13. 職員のボーナス支給 

  令和 5年 12月 15 日(金)に支給致しました。 

 

14. 冒険隊(ボランティア)の活動報告 

  令和 5 年 12 月 8 日(金)南区榎町の照隆寺(子ども食堂)にて、細野代表と横尾常務が出向

き、子ども達にクリスマスプレゼント(お菓子)をお渡ししました。大変喜ばれました。 

  皆様の寄付等ご協力を宜しくお願い致します。 

 

15. ペットボトルのキャップを寄付 

  ペットボトルのキャップを特定非営利活動法人「Re ライフスタイル」に寄付を致しまし

た。世界の子ども達にワクチンを提供するためにペットボトルのキャップを集めて寄付を

する事で、子ども達の命が救われます。 

又、当組合が Re ライフスタイルの協力企業認定となりましたので、これからもキャップ
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を寄付していきたいと思います。皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

16. 神個旅行会(有志) 

11月 26日(日)～27(月)に熱海のニューフジヤホテルに、一泊二日で各支部の有志(13名) 

で研修旅行に行ってきました。和気あいあいで楽しかったです。これからは、2年に一度 

研修旅行に行きたいと思っています。旅行の計画をこれから致しますので、参加されたい 

方は、東支部 佐久間まで連絡を宜しくお願い致します。 

 

17. メール機能利用による一斉同報発信の登録を募集中 

緊急連絡又は組合情報はメール機能を利用した一斉同報発信により実施しています。 

携帯電話のメール機能を各携帯電話会社と契約済みの携帯電話をお持ちの方は、下記の専 

用メ-ルアドレスに氏名を入力のうえ送信すると登録されます。 

国土交通省からの要請もあり、当組合の登録率 80%以上を目標と致します。よろしくご協

力をお願いいたします。 

kkk@kanagawakojintaxi.jp 
なお、下図の送信メールアドレスのＱＲコードもご利用下さい。 

※ ＱＲコードはカメラ機能のある携帯電話で読み取りが出来ます。 

※ 携帯電話のメール機能は各携帯電話会社との契約が必要となります。 

 

共済事業部報告 

 

1.  11月度事故報告 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  令和 5年 11月中発生の事故の傾向と対策について 

・前年同月に比べ事故件数は大幅に減少致しました。皆様の安全運転励行有難うござい

ます。さて、今月は原付バイクや自転車との接触事故が発生しました。原付バイク、

自転車は小さい為、発見が遅れる恐れがあります。より一層の周囲の安全確認を宜し

くお願い致します。 

  加 害 被 害 自過失 双 方 当 逃 合 計 人 身 

()内の数字は人身 

本年当月発生件数 

 

  3 

 

1 

 

1 

(1) 

2 

 

0 

 

 7 

 

1 

()内の数字は人身 

前年同月発生件数 

  (5) 

7 

 

2 

 

7 

 

1 

 

0 

 

17 

 

5 

前年度と比較 -4 -1 -6 +1 ±0 -10  -4 
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  ・年末年始は飲食後のお客様のご乗車が多くなりますので、万一の為、エチケット袋のご
用意をお願い致します。 

・夜間の走行で、特に暗い道などでは、歩行者等見にくくなりますので、ハイビームやフ
ォグランプを点けると、運転していても認識しやすくなります。歩行者も明かりで車に
気付くと思いますので、安全運転でお願い致します。 

 
3. 令和 5年 1月度ＬＰＧ販売価格について 

掛売 134.2円(122 円+消費税 12.2円)  先月より 1円「値上げ」 

 

4. 東京海上日動火災保険 自動車保険改定に伴う保険料引き上げについて 

コロナ禍からの社会経済活動復調に伴う事故増加および、昨今の世界的な物価上昇傾向等

による保険金支払い増加等を踏まえ、東京海上日動火災保険は 2024 年 1 月以降、自動車

保険の保険料水準引き上げを決定したとのことです。 

なお、ビッグモーター社による保険金不正請求が影響しないよう配慮したうえで保険料を

算定していることも併せてお知らせ致します。 

皆様の更新時にお送りする「自動車保険更新ガイドブック」に同封の「自動車保険改定の

ご案内」でもご案内しております。宜しくお願い致します。 

 

5. 自動車保険継続のお手続きについて 

自動車保険更新日の 1 か月前までの契約にご協力をお願い致します。（組合の手数料収入

の維持につながります。） 

組合保険窓口もしくはお電話で契約更新の確認をさせていただき、保険料のお支払につい

ては現金一括（保険更新日までにお支払いください）または組合の親睦会制度を利用して

の立替払い（10回分割・一括より選べます）となります。宜しくお願い申し上げます。 

 

6. 自賠責保険の加入について 

営業車の自賠責保険につきまして、是非組合で加入してくださるようご協力をお願い致し

ます（解約・車両譲渡時なども組合でお手続きが可能です）。継続車検時の保険料は 32,960 

円（現金のみ取扱）となります。車検証・現在の自賠責証明書を確認致しますので必ず持

参して頂き、車検日迄にご加入下さい。尚、窓口にいらっしゃることが難しい場合は 保

険係にお電話頂ければご相談に応じます。宜しくお願い致します。 

 

7. 自家用バイク等自賠責保険のステッカー（標章)交付について 

自家用バイク等の自賠責保険を組合で加入していただく場合、ステッカー（標章）の当日

交付ができません。事前にご連絡いただいて保険会社より取り寄せするか、後日郵送のい

ずれかで対応いたします。どちらの場合も 1 週間程度お時間をいただきます。余裕を持っ

てご加入ください。よろしくお願いします。 

 

8. 東京海上日動 所得補償保険 について 

組合事務所 2 階パンフレットコーナーに 2023 年度版パンフレットを設置します。ご検討

ください。 

尚、契約中の方には 1/5（金）までにパンフレットと加入依頼書（控）を組合員ファイル

にお入れします（自動更新で手続は不要）。今回の更新で保険料が 2 月分組合費より変更

となります。改定内容や保険金受取の条件など重要なお知らせが記載されておりますので

パンフレット・加入依頼書を必ずご確認願います。 
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9. 東京海上日動 ドライブレコーダー付き自動車保険について 

自動車保険（任意保険）に特約(ドライブレコーダ)を追加すると、1 か月あたりに換算し

て約 850 円（年額約 10,200 円）の負担で、事故受付センターと通信する機能の付いたド

ライブレコーダーの貸与(リース)が受けられます。 

ドライブレコーダーの取付・取替を考えていらっしゃる方は選択肢の一つとしてご検討下

さい。 

 

外部報告 

 

1. 磯子交通安全協会  年末の交通事故防止運動キャンペーン 

   日  時      令和 5年 12月 14日（木）    15：00～ 

 場  所      京急杉田プララ 

 

2. 関東運輸局・神奈川陸運支局  年頭挨拶 

日  時          令和 6年 1月 5日（金）     10：00～ 

場  所     関東運輸局・神奈川陸運支局 

 

3. 令和 6年磯子区          新年賀詞交歓会 

日  時     令和 6年 1月 5日（金）      12：00～ 

場  所      ロイヤルホールヨコハマ（中区山下町） 

 

4. 横浜商工会議所        令和 6年会員年頭祝賀会 

日  時     令和 6年 1月 5日（金）     16：00～ 

場  所     横浜ロイヤルパークホテル 宴会棟 

 

5. 空港委員会          羽田空港 街頭指導 

  日  時          令和 6年 1月 7日（日） 

   場   所          羽田空港 第 1 ターミナル・ 

 

6. 湘南信用金庫       令和 6年湘南しんきん新春初顔合わせ会 

日  時      令和 6年 1月 11日（木）    12：30～ 

場  所      湘南信用金庫 本部別館 5階大会議場 

 

7. 神奈川県中小企業団体中央会  令和 6年新春賀詞交歓 

 日  時          令和 6年 1月 18日（木）     10：30～ 

場  所          横浜ロイヤルパークホテル 宴会棟  

 

8. 令和 5年度神奈川県交通安全対策協議会 総会 

日   時     令和 6年 1月 30日（火）     13：30～ 

場   所        横浜情報文化センター 6階 

 

9. 事業許可期限更新        許可期限変更通知 

日  時     令和 6年 1月 30日(火)            13：00～ 

場  所     神奈川公会堂 
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10. 磯子警察署           武道始式 

  日   時      令和 6年 1月 31日(水)      15：00～ 

  場   所      磯子警察署 4階道場 

 

11. 横浜中金会                新春講演会・賀詞交歓会 

日   時     令和 6年 2月 5日（月）       15：30～ 

場   所      ホテルニーグランド 本館 2階 レインボーボールルーム 

 

無線営業部報告 

 

1. 11月度配車状況 

受注数     配車数     不能数    配車率 

  本 年 度      3,149件  2,045件  1,104件     64.9％ 

  昨 年 度   2,841件  2,053件   788件    72.3％ 

増 減 数      308件     -8件    316件  

  ＧＯ配車数   4,626件  

 

2.  11月度新規契約状況          1件  

契約者名称    リストデベロップメント株式会社 

住    所   東京都港区虎ノ門 1-21-19 東急虎ノ門ビル 10階 

電 話 番 号      080-8779-6234 代表 03-6457-9558 

お客様コード      0286-005 

チケット色      イエロー 

摘   要   上記のチケットは 2023年 12月 8日を以って、新規契約致しました 

のでご通知致します。       神奈川個人タクシー協同組合 

 

3． 11月度チケット無効報告     2件 

契約者名称    (株)染谷 

住    所   横浜市旭区鶴ヶ峰本町 2-6-29 

電 話 番 号      045-953-21163 

お客様コード      1314-000 

チケット番号     全て 

チケット色      イエロー 

摘   要   上記のチケットは 2023年 12月 6日を以って、解約致しましたので 

御利用無効をご通知致します。      神奈川個人タクシー協同組合 

 

契約者名称    日経土地(株) 

住    所    横浜市港北区大倉山 2-5-9 

電 話 番 号      045-549-6601 

お客様コード      308-000 

チケット番号     全て 

チケット色      イエロー 

摘   要    上記のチケットは 2023年 11月 9日付を以って、解約致しましたので 

御利用無効をご通知致します。      神奈川個人タクシー協同組合 
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4. チケット係よりお知らせです 

① トヨタファイナンス(株)よりお知らせです  

  2023年12月31日(日)で、TS CUBIC タクシーチケットの取り扱いが終了となります。 

  換金は、2024年1月迄で、お願い致します。 

  ※ 1月以降は、TS CUBICのチケットは受け取らないで下さい。 

② 東京個人が契約している各官庁のチケットは、早期換金をお願いします。 

   前月ご利用分は、翌月3営業日までに換金をお願い致します。(郵送時は必着) ‶厳守〟 

 ③ インボイス制度開始以降、領収書の再発行の依頼が大変多くなっております。お客様が 

降車の際、領収書不要と言われない限り、ご自身のインボイス番号が印字された領収書 

をお渡し下さい。端末決済(クレジット決済・交通系)の時も同様にお願い致します。 

チケットを頂いた場合は、未収書又は領収書に(現・チ・ク)〇を点けてお渡し下さい。 

 

5. 無線オペレーターより 

  組合員の皆様には無線配車にご協力を頂きありがとうございます。年末年始の無線配車 

  にご協力を宜しくお願い致します。 

 

6. 無線室からの注意事項 

○1定額配車に関する件で、経由して羽田・成田までの場合スタート地点から経由地までは 

メーター料金、経由地から羽田・成田までは定額料金と通行料です。これらを合算してお 

客様に請求してください。組合員全員が同じルールで行ってください。 

 ○2忘れ物のお問合わせが増えております。お客様が降車の際、確認をお願い致します。 

③組合員各位にお願い致します。必ずトランクサービスしてください。 

④インボイスがスタート致しました。領収書が必要なお客様には必ずお渡しください。 

 

7. 苦情に関する件 

お客様に対する接客は、優しく丁寧な言葉遣いでお願いします。お客様が組合・タクシー

センター・陸運支局に苦情が入り大変な結果になることがあります。組合員の皆様には優

しい接客及び、安全輸送に心掛けての稼働を宜しくお願い致します。お客様ご要望カード

で接客不良・忘れ物の注意がなく経路の確認もない、その他でも評価がよくありませんの

で注意をお願い致します。タクシー乗り場のお客様から個人タクシーは、カード利用がで

きない車が多いと苦情が多数きております。カード決済機を持っている方は必ず使用して

下さい。 

 

8. 神奈川タクシーセンター相談課からのお知らせ 

  利用者から最近寄せられた事例の一部を紹介致します。 

 ■ 事例 1 

横浜のスカイビルのタクシー乗り場から Kアリーナまで乗車しようと、扉が開いたタク

シーに乗り、「ちょっと近くて申し訳ないけど Kアリーナまで」と伝えると運転者は「歩

いた方が早い」と行きたくない感じで乗車を拒否されたので仕方なく降車し、違うタク

シーで目的地へ行きました。  

■事例 2  

羽田空港からみなとみらいまで乗車したところ、高速料金を含めたメーター料金を請求

されたので、「定額料金ではないのですか」と伝えるも無視され、急いでいたため、言わ

れたままの料金を支払って降りたが納得がいかない。  
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◆事例 1 では  

目的地が近くて歩ける距離だったとしても、お客様は、場所が分からない・早く行きた

い・疲れているから等、様々な理由でタクシーを利用されます。乗車した後に目的地を

聞いて、何の説明もなく断った事は、運送の引 受の拒絶になります。目的地がすぐ近

く・本当に道が混んでいる時などは、お乗せする事を前提として丁寧に 説明しお客様に

選択して頂いて下さい。 

◆事例 2 では  

先月もお知らせいたしましたが、羽田空港は定額運賃専用乗り場であり、目的地が定額

適用地域にも拘らず定額運賃＋高速代金以外の金額を請求すれば、不当運賃・料金収受

又は請求になり神奈川運輸支局への通報対象事案となります。本件については、お客様

から定額運賃の指摘があったにもかかわらずメーター運賃を収受しており悪質な「不当

運賃収受」となります。羽田空港へ入構されている事業者は、運転者へ再度、定額運賃

適用の徹底および区域外営業行為防止のための指導教育の徹底をお願い致します。  

 

 

財政部報告 

 

1. 11月分までの賦課金等未納状況  

12月22日(金)14：00時現在 

未納者    39名          4,947,788 円 

 

2. 未納者への督促及び対策について     

(5ヶ月) (南)池田耕一朗 

(3ヶ月) (南)輿石富二雄 (南)青木昇 (西)佐々木弘紀 (中)大久保正恵 (東)雨宮基夫                  

3ヶ月以上の滞納者に対し、督促の通知を行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                            

※ 未納計上猶予及び清算確定している金額 

譲渡者・・0名 廃業者・・4名 病気・ケガ・・1名 合計 5名 1,285,810 円 

 

3. 令和5年11月度 換金チケット枚数・換金額 

        チケット枚数 換金額 １枚当たり｢参考」 

R.5年 11月分換金額 7,850 枚 40,834,279 円 5,201 円 

R.4年 11月分換金額 8,135 枚 41,533,600 円 5,105 円 

増 減 額 −285 枚 −699,321 円   ＋96 円 

 

4. 令和5年11月度 神奈川個人組合員換金チケット枚数・換金額 

 チケット枚数 換金額  １枚当たり｢参考」    

R.5年 11月分換金額 6,625 枚 29,718,259 円 4,485 円 

R.4年 11月分換金額 6,900 枚 30,892,810 円 4,477 円 

増 減 額 −275 枚 −1,174,551 円 ＋8 円 
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5. 令和5年11月度 カード会社チケット換金実績 

11月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 1,620 枚 10,564,379 円    6,521 円 

クレピコ  (4台) 292 件  974,250 円 3,336 円 

B M T     (320台) 12,075 件  33,365,568 円  2,763 円 

 タイムズペイ(42台) 1,284 件  3,557,269 円     2,770 円 

Pay Pay   (307台)  617 件 1,027,140 円  1,664 円 

GO Pay    (104台)  3,009 件  6,031,210 円   2,004 円 

 

6.  令和4年11月度 カード会社チケット換金実績 

11月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 1,152 枚        7,716,140 円    6,698 円 

クレピコ    (6台) 467 件        1,270,750 円    2,721 円 

B M T     (319台) 10,489 件        29,800,964 円   2,841 円 

 タイムズペイ(45台) 1,391 件        4,275,920 円     3,073 円 

 Pay Pay   (331台)   571 件        1,195,728 円    2,094 円 

GO Pay     (73台)        1,974 件        4,109,340 円    2,081 円 

 

7. 令和5年11月度神奈川個人発行チケット処理（参考資料） 

神奈川個人（窓口）   4,316 枚 11,267,560 円 2,610 円 

横浜個人 874 枚 7,757,420 円 8,875 円 

川崎個人 19 枚 163,290 円 8,594 円 

川崎第一個人 13 枚 131,260 円       10,096 円 

横須賀個人  3 枚 14,700 円 4,900 円 

浜恊個人 200 枚 1,465,290 円 7,326 円 

県央個人 7 枚 91,370 円 13,052 円 

東京個人  89 枚 1,337,930 円 15,032 円 

その他 20 枚 154,760 円 7,738 円 

 合   計   5,541 枚 22,383,580 円       4,039 円 

 

8. 親睦会特別報奨金の支払い及び廃業慰労金の徴収について 

11月 廃業者 

支部  氏 名    
在籍年数 

特別褒賞金 廃業慰労金 計   
年 月 

北 島田 雅夫 31 4 150,000円 722,304円 872,304円 

南 木津谷和代 14 9 50,000円 336,908円 386,908円 

西 島 克己 30 0 150,000円 722,304円 872,304円 

  合 計    350,000円 1,781,516円 2,131,516円 

※11月分の廃業慰労金の徴収額は4,262円となり、1月に請求致します。 
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9. 帳簿係よりお願い 

①「決算及び所得税に関する報告事項」をまだ提出していない方は、今現在お手元に届い

ている各控除証明書（生命保険・小規模企業共済・国民年金等）を添付し早急に提出し

て下さい。各健康保険の「年間納付済み額のお知らせ」・各年金の源泉徴収票は 1月中に

ご自宅に郵送されます。随時提出して下さい。 

＊ 令和 5年分の医療費は、人別・病院別・薬局別の合計金額を別紙に記入し年明け 

1月 12日（金）までに提出して下さい。領収書の提出は不要です。但し、ドラッグ

ストア・コンビニエンスストアで医薬品を購入したレシートのみ提出して下さい。 

＊ 配偶者控除・扶養控除を受けられる親族の名前・生年月日は、必ず記入して下さ

い。また控除を受けられる方で収入がある場合は、源泉徴収票を提出して下さい。 

② 12月の運転日報集計表と収支明細表は、1月 10日（水）までに提出して下さい。提出が

遅くなりますと組合での確定申告ができなくなります。事情により提出が遅れる方はご

連絡下さい。また、65万の青色申告特別控除を受ける為には普通預金口座の残高が必要

です。チケットが換金入金されるりそな銀行・郵貯銀行の 12月末の残高を収支明細表に

忘れずに記入して下さい。 

③ 令和 5年分で未計上の領収書、特に自動車税・事業税・車庫所有者の方で固定資産税の

一期分を収支明細表に計上していない方は、12月の収支明細表に必ず記入して下さい。

令和 5年分の領収書を令和 6年分に計上することはできません。 

④ 所得税確定申告の医療費控除に必要な、医療費明細表のエクセルファイルを作成致しまし 

た。組合のホームページよりダウンロードできます。但し、携帯電話ではご利用できませ 

ん。パソコンでのご利用となります。エクセルファイルに入力後、メール等でも受付致 

します。また、「決算及び所得税に関する報告事項」は今月中に提出して下さい。宜しく 

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 


